
亀山市告示第７１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により地縁に

よる団体の告示事項変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり

告示する。 

  令和７年４月１日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

 

１ 変更があった地縁による団体の名称 

  名越自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

区域 

変更前 本会の区域は、亀山市田村町１３６３番地４、１３６３番地８、１３６３ 

番地１０から１２、１３６３番地１７、１３６３番地１９から２２、１３６３ 

番地２４から２７、１３６６番地１から２、１３７５番地２から５、１３７５ 

番地９、１３７５番地１０から２２、１３７５番地２４から２５、１３７５

番地３７、１３９０番地３、１３９７番地５、１３９８番地１、１３９８番 

地３から５、１４００番地６から８、１４１１番地１、１４６９番地、１５２７ 

番地１、１５２８番地、１５３１番地１、１５３３番地、１５３５番地２、

１５５２番地、１５５４番地、１５５６番地、１５６１番地、１５６５番地、

１５６６番地１、１５６８番地、１５７０番地１、１５７１番地、１５７２

番地１、１５８０番地１、１５８２番地、１５８２番地１、１５８６番地、

１５９５番地１、１５９６番地、１５９８番地２、１５９９番地、１６２１

番地４、１７８５番地１から２４、１７９２番地１から６、１７９３番地２

から３、１７９３番地５から６、１７９４番地、１７９４番地７、１７９６

番地２から１１、１８００番地１から２、１８０７番地、１８０７番地１、

１８１０番地、１８１０番地２、１８１２番地３から４、１８２３番地、 

１８２４番地１から３、１８２７番地１、１８３０番地３、１８３９番地１、

１８４０番地、１８４２番地３、１８４３番地１、１８４９番地、１８５２

番地、１８５３番地１、１８５４番地、１８５９番地、１８６１番地、 

１８６５番地、１８６９番地１、１８７１番地、１８７８番地、１８７８



番地１、１８８７番地３から５、１８８７番地１４から１５、１８８７番地

１７、１９０２番地２、１９０２番地４まで、川崎町３番地２０から２４、

３番地２９、３番地３４、３番地３６から３９、３番地４４から４５、３番

地５０、４番地３から４、５番地９から１３、５番地１５から１６、６番地

１、７番地２、７番地４、８番地１、８番地４から７、１０番地３、１０番

地１０から１２、１２番地、１５番地１から２、１５番地６から７、１８番 

地１、１８番地４から６、２０番地１、２０番地３から４、２２番地１、２２ 

番地６から９、２４番地３、２４番地５、２５番地１、２５番地５、２５番

地８、２７番地７から８、１２１番地５、１２２番地３から５、１２６番地 

３、１２６番地７から８、１２６番地１０から１１、１２６番地１３から１５、 

１２６番地１７から２０、１２６番地２２から２３、１３８番地、１３９番 

地、１４３番地２から３、１４３番地６から７、１４５番地３から５、１５０ 

番地３から１７、１５０番地１９から２２、１５０番地２４から２５、１５０ 

番地２６から２９、１６０番地１から２、１６１番地１、５１５８番地まで、

能褒野町２４１番地４、２４３番地２、１８８１番地、１８８１番地２、 

１８８１番地５、１８８２番地６、１８９８番地３、１８９８番地１３、 

１８９９番地１、１９００番地３の区域とする。 

変更後 本会の区域は、亀山市田村町１３６３番地４、１３６３番地８、１３６３ 

番地１０から１２、１３６３番地１７、１３６３番地１９から２２、１３６３ 

番地２４から２７、１３６６番地１から２、１３７５番地２から５、１３７５ 

番地９、１３７５番地１０から２２、１３７５番地２４から２５、１３７５ 

番地３７、１３９０番地３、１３９７番地５、１３９８番地１、１３９８

番地３から５、１４００番地６から８、１４１１番地１、１４６９番地、 

１５２７番地１、１５２８番地、１５３１番地１、１５３３番地、１５３５ 

番地２、１５５２番地、１５５４番地、１５５６番地、１５６１番地、 

１５６５番地、１５６６番地１、１５６８番地、１５７０番地１、１５７１ 

番地、１５７２番地１、１５８０番地１、１５８２番地、１５８２番地１、 

１５８６番地、１５９０番地１、１５９０番地２、１５９０番地３、１５９５ 

番地１、１５９６番地、１５９８番地２、１５９９番地、１６２１番地４、 

１７８５番地１から２４、１７９２番地１から６、１７９３番地２から３、 



１７９３番地５から６、１７９４番地、１７９４番地７、１７９６番地２ 

から１１、１８００番地１から２、１８０７番地、１８０７番地１、１８１０ 

番地、１８１０番地２、１８１２番地３から４、１８２３番地、１８２４ 

番地１から３、１８２７番地１、１８３０番地３、１８３９番地１、１８４０ 

番地、１８４２番地３、１８４３番地１、１８４９番地、１８５２番地、

１８５３番地１、１８５４番地、１８５９番地、１８６１番地、１８６５番

地、１８６９番地１、１８７１番地１、１８７８番地、１８７８番地１、 

１８８５番地１、１８８５番地６、１８８７番地３から５、１８８７番地

１４から１５、１８８７番地１７、１９０２番地２、１９０２番地４まで、 

川崎町３番地２０から２４、３番地２９、３番地３４、３番地３６から３９、 

３番地４４から４５、３番地５０、４番地３から４、５番地９から１３、

５番地１５から１６、６番地１、７番地２、７番地４、８番地１、８番地４

から７、１０番地３、１０番地１０から１２、１２番地、１５番地１から

２、１５番地６から７、１８番地１、１８番地４から６、２０番地１、２０

番地３から４、２２番地１、２２番地６から９、２４番地３、２４番地５、

２５番地１、２５番地５、２５番地８、２７番地７から８、１２１番地５、

１２２番地３から５、１２６番地３、１２６番地７から８、１２６番地１０

から１１、１２６番地１３から１５、１２６番地１７から２０、１２６番地

２２から２３、１３８番地、１３９番地、１４３番地２から３、１４３番地

６から７、１４５番地３から５、１５０番地３から１７、１５０番地１９か

ら２２、１５０番地２４から２５、１５０番地２６から２９、１６０番地１

から２、１６１番地１、５１５８番地まで、能褒野町２４１番地４、２４３ 

番地２、１８８１番地、１８８１番地２、１８８１番地５、１８８２番地６、 

１８９８番地３、１８９８番地１３、１８９９番地１、１９００番地３の区

域とする。 

３ 変更の年月日 

令和７年１月１９日 

４ 変更の理由 

自治会運営の実情と合わせるとともに適正な運用を図るため 


